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＜論文内容の要旨＞

中国の1978年末の改革開放開始以降、急速な経

済発展を続けてきた。しかし、その一方で、地域

間および個人間の所得格差が拡大し、また、社会

保障が未整備であることが問題視されるようにな

っている。胡錦濤・温家宝を中心とする第４世代

指導者は調和社会の構築を前面に出した政策展開

を行っており、2006年３月に決定された第11次５

ヵ年計画（2006年～2010年）でも社会保障の整備

が政策の柱として立てられている。

中国の社会保障問題が政治的焦点になる中で、

中国においても日本においても中国の社会保障の

研究が活発に進められている。しかし、先行研究

の多くは、都市部における社会保障を国有企業改

革に関連付けて研究するものが多く、農村の社会

保障、とくに医療保障に関して言えば、農村にお

いて「農村合作医療保険制度」が存在していたこ

と等を紹介するにとどまっている。

本論文は、農村の医療保障の実態を都市と農村

の二元システムの構造、公的保険、商業保険、医

療救助の役割と多面的な解明を行うとともに、北

京、内モンゴル等での独自調査および一次資料を

基に事例研究を行い、さらには、日本の経験から

も学んだ政策提言までも行う意欲作である。文字

数もそれを反映し、９万字を超えるものとなった。

本論文の各章の概要は以下の通りである。

序章　中国医療保障問題に関する研究

序章は、中国の社会保障体系および医療保障シ

ステムに関する基本概念および範疇を明らかにす

るものである。また、医療保障に関する先行研究

の特徴と論点を分析した上、本研究の独創性と狙

いを述べている。

第１章　中国の社会保険制度　

―都市・農村二元構造の実態―　

第１章は、中国社会保険制度の全体像を明らか

にするものである。中国の社会保険制度の中心を

なしている年金、失業保険、医療保険に焦点を当

て、都市・農村におけるそれぞれの制度の創設、

発展過程を明らかにすることを通じて、都市・農

村の二元構造の実態を明らかにしている。特に医

療保険については都市部、とくに国営（有）企業

については丸抱え的な医療保障が成立し、その後

社会保険としての整備が進められず、農村部にお

いては互助組合的な「合作医療保険」が成立した

にもかかわらず、また、それさえも、人民公社の

解体過程で多くは姿を消してしまったことを明ら

かにしている。また、これらの歴史的発展過程を

踏まえ、医療保険の今後の発展方向を展望してい

る。

第２章　中国商業健康保険の現状と展望

―医療保障システムの中での役割―

第２章は、公的保険の補完的役割を果している

中国の商業保険の発展過程と役割について考察す

るものである。多層的に整備されていく中国医療

保障システムのなかで商業健康保険制度が今後ど

のような役割を果たしていくべきかについても展

望している。

第３章　中国医療救助制度の創設とその問題点　

第３章は、保険料負担ができない貧困者向けの

施策として存在している医療救助制度の意義と役

割について考察するものである。これは中国医療

保障システムの中で、商業健康保険とともに、公

的医療保険制度を補完する役割を果たしている。
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また、新しく創設された医療救助制度の持続可能

性について中央と地方政府の財政状況から分析し

ている。

第４章　中国農村部における医療資源、医療費お

よび健康問題

第４章は、中国の医療資源の配分および医療費

負担において、都市・農村間で極めて不平等であ

る現状を明らかにするものである。

第５章　事例研究　北京市農村部における医療保

障問題　─北京市農村部医療保障問題に

関する調査報告の検討─

第６章　事例研究　中国西部地域における医療保

障問題　─内モンゴル自治区西烏珠穆沁

旗における調査を中心に─

第５章と第６章は、北京市農村部および内モン

ゴル自治区の事例研究を通じ、中国農村部におけ

る医療保険制度の状況、医療資源の占有、医療費

の負担問題をより具体的な形で明らかにするもの

である。この二つの事例研究を通じて、北京市農

村部と内モンゴル西烏珠穆沁旗牧畜地区との間、

および北京市農村内部において、住民の収入格差

が存在しているにもかかわらず、両地域の医療状

況には①医療保険制度の未整備、②医療資源の不

足、あるいは配分の不均等、③住民の医療費負担

過重の共通問題が見られることが明らかにされて

いる。この事例研究は、農村部医療保障の問題が

全国的問題であることを示すものである。

第７章　日本医療保険制度発展の軌跡及び中国に

与える示唆

第７章は、日本の医療保険制度確立の経験から、

中国の医療保障システムの構築に示唆となるもの

を抽出し、中国医療保障システムの構築に対する

提言を行ったものである。日本の医療保険制度の

成立過程から得られた示唆による提言は、法制度

の先行、保険への強制加入、保険組合の役割、明

確な国（政府）責任の４点である。日本の医療保

険制度の現状および今後の改革動向から得られた

示唆による提言は、医療技術の進歩や高齢化の進

行による医療費負担増加に対して老人保健制度を

将来的には「都市従業員医療保険制度」および、

「新型農村合作医療保険制度」とは別立てで確立

することである。

終章　中国農村部医療保障システムの展望

─公平かつ効率的なシステムを求めて─

終章は、中国における医療保障問題を整理する

とともに、公平かつ効率的なシステムの構築にむ

けた提言を行うものである。

提言としては医療の費用対効果の向上、モラル

ハザードによる過大消費も負担感の大きさから来

る過少消費もともに抑える適切な自己負担、商業

医療保険制度の活用とその対極にある医療救助制

度の充実、地域医療計画の充実などがなされてい

る。

（論文執筆過程において特筆すべき点）

本論文執筆のため、以下のように何度も農村調

査がなされている。中国における農村調査は容易

ではないが、それを大学院生の身分でこのように

多数回にわたって繰り返し実施したことはそれだ

けで十分に賞賛に値する。

2002年３月、北京首都医科大学農村合作医療調

査チームと共に、北京市懐柔区、密雲区それぞれ

の衛生局、保険所、民家に対する聞き取り調査を

実施。

2003年８月、北京市政府経済体制改革弁公室に

おいて、2003年３月に実施した聞き取り調査の分

析、統計作成、整理。

2004年８月、上海市農業委員会、上海社会科学

院と合同で、松江区政府、松江区衛生局、松江区

労働・社会保障部に対する聞き取り調査を実施。

2005年２月～４月、北京市政府発展改革委員会

にて、インターン。

2006年７月、内モンゴル自治区西烏珠穆沁旗畜

産地域における調査。
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（研究成果の公表状況）

また、本論文の内容の一部はすでに以下の学会

において報告され、高い評価を得ている。

2004年７月、日本現代中国学会関西集会

テーマ：「中国農村部における医療保障問題」

2004年10月、日本現代中国学会全国学術大会

テーマ：「北京市農村部における医療保障状況

―北京市農村部医療保障問題に関する調査報告

の検討―」

2004年12月、日本国際経済学会関西部会

テーマ：「中国医療保険制度における都市・農

村二元構造と今後の農村医療保険制度の展望」

また、本論文の一部はすでに公表論文として発

表されている。

「北京市農村部における医療保険問題―北京市

農村部医療保険状況に関する調査報告の検討」

『立命館国際関係論集』第４号、2004年６月

「中国の社会保険制度―都市・農村二元構造の

実態─」『立命館国際地域研究』第23号、2005年

３月

「中国商業健康保険の現状と展望―社会医療保

障体系の中での役割―」『立命館国際地域研究』

第24号、2005年11月

「中国医療救助制度の創設とその問題点」『立

命館国際研究』第19巻１号、2006年９月　

※『立命館国際地域研究』掲載論文はレフェリ

ー付であり、『立命館国際研究』も大学院生執筆

論文に対してはレフェリーが着く。

＜論文審査の結果の要旨＞

本論文は、以下の３点において先駆的意義を有

し、かつ独創的であるものと考えられる。

①中国の医療保障問題に関する先行研究におい

て、研究成果の乏しい農村部を研究対象としてい

る点。②農村部における医療保障の現状、問題点

をマクロ的に分析するに止まらず、実態調査によ

るミクロ的な考察も行った点。③中国農村部の医

療保障問題を、公的保険制度に関する分析に加え、

商業保険、医療扶助、医療資源・医療負担・健康

状態などの側面も絡めて総合的に分析を行ない、

かつ、今後の発展方向に関して現実的な提言を行

った点である。

農村部における合作医療保険制度の存在につい

て触れられた先行研究はいくつかあるが、その再

生策としての「新型合作医療保険制度」の動向に

ついて整理し、かつ、商業保険の実態、社会扶助

の実態についてまで包括的に明らかにした業績は

それほど多くはない。まずは、この包括性、体系

性において大きな意義が認められる。

事例研究についても公開資料を用いるだけでは

なく、北京市の公的な調査に参画したり、実態調

査を行うことで、先行研究には見られないレベル

で具体的レベルの問題点が明らかにされている。

また、日本の医療保険制度（皆保険制度）の確

立、展開過程を参照しながら、公平かつ効率的な

医療保障制度の提言を行っていることも積極的に

評価される。

このように本論文は積極的な意義を持つが、政

策的課題が大きいだけに、残された研究課題も同

時に大きい。まず、第１に農村における医療保障

問題の類型化である。本論文では農村における医

療保障問題が全国に共通する課題であるという側

面がもっぱら強調されているが、都市近郊農村と

辺境地域における農村とではおのずと問題の性格

が異なる。内モンゴルと北京の問題状況の差異に

ついての考察も十分とはいえない。今後、事例研

究をさらに積み上げながら、問題の類型化をして

いくことが、問題解決の前提となっていくであろ

う。第２に、都市部と農村部の医療保障制度一元

化の方向性が示されているが、多分に理念的レベ

ルにとどまっている。一元化の程度と範囲、ステ

ップ等を経済学的にも政治学的にも解明していか

なければ、政策提言としては不十分なものにとど

まらざるを得ない。第３に他国の経験を学ぶ際の

社会的・経済的条件の違いについてももう少し丁

寧な検討が必要である。

以上のように大きな研究課題は残されてはいる

が、そのことはこの論文の意義を損なうものでな

い。
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審査委員会は３人による審査に加え、2007年１

月31日には公開審査会を実施して、本人からの詳

細な内容の報告を基にして、忌憚のない意見交換

や質疑応答を行った。その結果を踏まえて、審査

委員会は、本論文が立命館大学学位規程第18条第

１項に基づく博士（国際関係学）に値するとの結

論に達した。

＜試験または学力確認の結果の要旨＞

本論文の提出者は、本学学位規程第18条第１項

の該当者であり、論文内容および公開審査会での

質疑応答を通じて、本論文提出者が十分な学識を

有し、課程博士学位に相応しい学力を有している

と確認した。または提出者は中国からの外国人留

学生であるが、日本語能力１級および日中ビジネ

スコミュニケーション通訳１級の資格を持ち、ま

た、博士論文やその他の研究業績に高い日本語の

能力は十分に反映されている。

以上の諸点を総合し、本論文提出者に対し、博

士（国際関係学）の学位を授与することを適当と

判断する。
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